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海野宿における歴史的景観の維持と観光振興の展開

川添　航・王　嘉瑶・洪　珺・付　凱林・中川紗智

本研究は，長野県東御市に位置する重要伝統的建造物群保存地区「海野宿」における歴史的景観の
維持と観光振興について分析を行いその特徴を考察した．海野宿は近世に北国街道の宿場町として発
展し，明治期以降には宿泊施設として用いられた建物を蚕室に転用し現在まで残る歴史的景観が構成
されてきた．1970年以降は行政による修景・修理事業が実施され，統一的な歴史的景観が現在まで維
持されている．海野宿の歴史的景観は東御市内における重要な観光資源として認識されており，2000
年代以降は観光振興の取り組みも行われている．しかし，依然として海野宿は生活空間として存続し
ており，近年の観光化に対して消極的な意見を持つ住民も存在している．また，商業施設の地域組織
への加入も進んでいないため，今後は地域組織や商業施設，住民を含めた連携が必要になると考えら
れる．
キーワード：歴史的景観，町並み保存，観光振興，海野宿，長野県東御市

Ⅰ　はじめに

Ⅰ－１　問題の所在
日本の都市は近世に構成された城下町や宿場町
を基盤としており，それぞれの町場が有する機能
や歴史を背景に発展してきた．一方で，近代化に
伴う建造物の更新や産業構造の転換により地域の
歴史が埋没するという状況も各地で指摘されてい
る（半田，2012）．そのような状況の中で，高度
経済成長期以降は近世から残る伝統的な建造物や
史跡により構成される歴史的景観の価値が再認識
され，行政や地域組織が主体となった町並み保存
運動が各地で取り組まれることとなった．
旧宿場町や旧街道町における歴史的景観の形成
過程や維持について扱った研究として，中山道望
月宿を扱った磯野ほか（2015）や北信地方におけ
る街道の結節点であった須坂市中心街を扱った福
田ほか（2011）など，地理学では多くの研究が行
われてきた．また，町並み保存運動は主に地域住
民や地域組織が中心となって推進されるため，特
に地域住民の保存運動に対する意識・認識や地域

組織の実践についての研究も蓄積されてきた．例
えば竹富島における「赤瓦の町並み」の保存運動
を事例とした福田（1996）では，住民による町並
み保存の実践を通じて自身の生活空間における地
域の歴史が再構成され，アイデンティティの構築
に繋がった点を指摘している．また，同様に奈良
井宿の町並み保存を事例とした大島（2005）にお
いても，地域住民が町並み保存事業を受容してい
く中で，地域の歴史をアイデンティティとして捉
えていく意識が存在している点や，駐車場や交通
条件といった生活環境を要因として否定的な意識
も存在する点を指摘している．また，東広島市に
おける伝統的家屋の立地する地域の景観と地域住
民の意識について検討した杉谷（2018）では，建
築時期・様式に対する志向に応じて住民の間にお
いても意識の差異が生じており，生活や社会，環
境の変化が住宅の景観に影響を与える点を指摘し
ている．
また，町並みの保存は単に建造物を保存するだ
けでなく，「町並み整備事業」や「まちづくり事業」
として行政により制度化され，地域文化への再評
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価も影響し歴史的景観を観光資源として用いた観
光化や地域活性化などの思惑と結び付けられてき
た（末吉・菊地，2009；磯野ほか，2015）．地理学
ではこれらの動向への着目も進んでおり，旧宿場
町である関宿における歴史的景観の現状と現在の
空間利用を扱った磯野・植手（2019）では，保存
運動により維持された歴史的景観が観光資源や教
育資源など様々な機能を有している点を指摘して
いる．また，川越市一番街における歴史的景観の
維持と観光化に着目した溝尾・菅原（2000）や山
下ほか（2017）では，住民団体の結成によって行
政との連携が深化し，官民が共同して町並み保存
運動に取り組むようなった点，保存運動により維
持された歴史的景観を評価した観光者が現地を訪
問し経済的な利益が生じることにより，景観が観
光資源として認識されその統一性がより一層高め
られた点が強調された．
現在では，先述の地域住民の意識や実践と歴史
的景観を用いた観光振興との関係を扱った研究も
行われている．例えば，大内宿を事例とした中尾
（2006；2009）は，歴史的景観を活用した観光化
により経済的自立が達成された一方で，それらが
逆説的に「大内宿らしさの喪失」「共同体意識の
脆弱化」を生じさせた点を指摘している．徳島県
三好市東祖谷地区における観光振興を扱った朝倉
（2014）は，観光振興のビジョンやその真正性と
地域住民の観光実践の間の乖離の存在，行政と地
域住民の間の協働の不在を指摘した．一方で，歴
史的景観の維持と観光振興の関係については主に
観光地として成熟期にある事例が対象とされてい
るのが現状である．歴史的景観の維持と観光振興
の関係を捉える際には，観光振興に関する取り組
みが導入期にある事例についても着目し，歴史的
景観を資源とした観光振興がどのように受容され
ているかについて，保存事業の現状を踏まえた分
析が求められる．

Ⅰ－２　研究目的と方法
本研究では長野県東御市の海野宿を事例に，歴
史的景観の形成・維持と景観を利用した観光振興

の取り組みの関係を検討し，その地域的な特徴に
ついて解明することを目的とする．
本研究で対象とする海野宿（第１図）は，宿場
町として整備される以前は豪族海野氏の居館の
城下であり，1625年に北国街道の宿駅となった．
1888年に信越本線が開通し宿場としての機能が失
われて以降は養蚕業が発展し，宿場の客室が転用・
利用され1950年代頃まで養蚕が行われた．1987年
には重要伝統的建造物群保存地区（以下，保存地
区）に指定され，現在まで歴史的景観が維持され
ている（写真１）．
海野宿が位置する東御市は2004年に東部町と北
御牧村が合併して発足した．2020年11月時点にお
ける人口は２万9950人で，2005年以降は減少傾向
にある（第２図）．高齢者人口は総人口の約３割
に達しており，市全体で少子高齢化が進行してい
る．海野宿を含む本海野地区は東御市と上田市の
市境近隣に位置しており，新幹線の停車する上田
駅から自動車を用いて20分程度で訪問することが
可能である．なかでも海野宿は本海野地区の中央
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第１図　研究対象地域
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部，千曲川の後背地に位置している．南部には水
田が分布しており，北部には国道18号線およびし
なの鉄道線，上信越自動車道が位置している．
以下，Ⅱでは海野宿における歴史的景観の形成・
維持と町並み整備事業をめぐる制度の展開につい
て資料や聞き取り調査の結果を整理し，歴史的景
観の維持および観光振興における行政や各地域組
織の役割について分析する．Ⅲでは土地利用調査
およびアンケート調査の結果から，現在の海野宿
における歴史的景観の保存状況や町並み整備事業
に対する地域住民の意識について分析する．Ⅳで

は，海野宿における歴史的景観の維持と観光振興
の特徴について，地域的背景を踏まえて考察する．

Ⅱ　海野宿における町並み整備事業の展開

Ⅱ－１　海野宿の変容と建造物の構成
上田市史編さん委員会編（2004）によると，長
野県における「海野」という地名については，
740年頃の正倉院御物・紐心麻綱内の「信濃国小
県郡海野郷」という記述が初出である．荘園化の
進展に伴い現在の上田地域でも荘園が成立した
が，こうした中で地方の豪族であった海野氏は自
身の土地を寄進して荘官となり，約400年間，現
地で勢力を有していたとされる．そのため，海野
氏の統治する領域は「海野郷」，「海野荘」と呼ば
れるようになり次第に交通・交易の要地としての
機能を有することとなった（第１表）．
1583年に真田昌幸が上田城を築城した際には，
城下町の造成に伴い海野郷の住民の移住が行わ
れ，現在の上田市中心部に商人町である「海野町」

写真１　海野宿における歴史的町並み
 （2020年９月 川添撮影）
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第２図　 東御市における人口の推移 
（1980年～2015年）

注）合併（2004年）以前のデータは東部町およ
び北御牧村のものを合計して示している．
 （国勢調査より作成）

第１表　海野宿の歴史
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が形成された．以降，海野郷は「本海野」と称す
るようになった．1625年には海野郷は北国街道の
宿場町「海野宿」として整備されたが，開設当時
は隣接する田中宿が本宿であり，海野宿は間宿と
して田中宿の補助的な機能を有していた．1742年
に発生した水害により田中宿が被害を受けて以降
は，比較的被害が軽微であった海野宿に本宿の機
能が移ることとなった．その後，北国街道は諸大
名の参勤交代や佐渡からの金銀輸送，善光寺参詣
などに利用され，海野宿は集散の拠点となって
いった（武舎，2003）．
一方で，17世紀以降，小県地方では養蚕業が拡
大していった．千曲川沿岸の乾燥した気候や強い
川風により害虫による被害を抑えられたという環
境から，江戸後期には海野宿でも養蚕・蚕種業が
盛んになった（新津，2008）．明治期には鉄道網
の整備・発達により宿場町の機能が次第に衰退し
たため，海野宿では宿場町時代の建物を改良して
養蚕・蚕種業を営む世帯が増加し，海野宿の養蚕
は隆盛期を迎えた．海野宿における養蚕業の繁栄
は大正期まで続いたが，1930年代以降は生糸の輸
出が減少し，また食糧不足のため桑園の作付け転
換が進んだ．戦後期には生糸需要の減少や外国産
生糸の増産により海野宿における養蚕・蚕種業は
徐々に衰退していった．
海野宿における伝統的建造物は，厨子二階造り
の旅籠屋と寄棟造りの茅葺平屋の２種類があり，
２階がせり出した出梁造りに加えて窓部の出格子
が長短２本ずつ交互に組み込まれた「海野格子」，
建物の端に設けられた「うだつ（梲，卯建）」な
どが景観上の特徴となっている（吉田，1978）．
建物の外側に張り出したうだつは本来防火用のた
めに設けられたが，江戸期以降は世帯の格式の象
徴として認識されるようになり，意匠を凝らした
うだつが設けられるようになった（写真２）．明
治期には養蚕・蚕種業の興隆に伴い旅籠屋が蚕室
に転換され，また養蚕に用いる建物が新規に建造
された（写真３）．蚕の育成のために適切な温度
を保ち換気を行うため，建物の屋根の大棟には煙
抜きの小屋根「気抜き」が設けられている（東御

市教育委員会編，2019）．保存地区の旧北国街道
の中央部には，保存地区東部に所在する白鳥神社
境内を経て「表の川」と呼ばれる水路が流れてお
り，生活用水や防災用水として利用されていた．
以上，北国街道の宿場町として発展した海野宿
では旧街道沿いに旅籠など宿場を構成する諸施設
が整備され，特徴ある建築様式の住宅が建造され
た．宿場制度が衰退した明治期以降には養蚕・蚕
種業が発展し，宿泊施設として用いられていた建
物が蚕室に転換され用いられるようになった．明
治期に海野宿近隣における鉄道駅の開設計画が中
止となり，幹線である信越本線と国道18号が共に

写真２　海野格子とうだつ
海野宿の伝統的建造物は，窓部に設置された同時の構
成の格子（海野格子）と屋根端の防火壁で特徴づけら
れる．
 （2020年10月 洪撮影）

写真３　蚕室として用いられていた建物
 （2020年10月 川添撮影）
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海野宿の北側の段丘上に開通したため，第二次世
界大戦後以降も海野宿においては大規模な開発が
実施されなかった．そのため，養蚕・蚕種業が衰
微した後でも旅籠屋造りや蚕室造りの建物の建て
替えが遅滞し，歴史的景観が維持されることと
なった．

Ⅱ－２　行政による保存制度の策定
高度経済成長期以降，海野宿の町並みや伝統的
建造物を目的に訪問する観光者，研究者が年々増
加した．地域住民や行政も観光者の増加を通じて
海野宿における歴史的景観の価値を認識し，現在
まで様々な保存制度が制定され維持が図られてき
た．
海野宿をめぐる行政による保存制度の整備につ
いて整理すると，まず，1973年に東部町の指定文
化財として登録を受けた．1978年には初の町並み
調査が実施され，保存施策を推進する際の基盤と
なる伝統的建造物の特徴や保存の現状，課題がま
とめられた．その後，1986年には東部町により「海
野宿伝統的建造物群保存地区保存計画」が制定さ
れ，同年に海野宿は建設省（現国土交通省）によ
り「日本の道100選」に選定された．また翌年に
は「重要伝統的建造物群保存地区」に選定された．
これらの文化財・史跡の指定と並行し，1989年に
は海野宿内の共用道路整備事業が開始され，保存
地区における電柱撤去や車道・歩道の舗装，水路
改修整備などの修景事業が行われた（写真４）．
指定文化財や保存地区への指定による町並み整
備事業により伝統的建造物の修景・修復に関わる
補助金制度が設けられるなどして，海野宿では歴
史的景観が維持されてきた．しかし，現在では少
子高齢化の進行や建物の維持管理の負担により，
伝統的建造物の老朽化や空き家の増加が進んでい
る．このような状況において歴史的景観を維持し
ていくため，2004年には東御市により「海野宿伝
統的建造物群保存地区保存計画」が策定され，基
本方針や助成措置，具体的な保存整備計画などが
定められた．また2008年には同市により「歴史的
風致維持向上計画」が策定され，2012年に国土交

通省から認定を受けた．同計画では従来の伝統的
建造物とその周辺環境の保全だけでなく，海野宿
の歴史・文化の発信を通じ回遊性を向上させるこ
とや，空き家を観光拠点として活用することなど，
歴史的景観を資源とした観光振興にも重点が置か
れている．
個別の伝統的建造物に対する補助事業について
は，2004年に制定された「東御市伝統的建造物群
保存地区補助金交付要領」でその内容が規定され
ている（第２表）．建物の改修を行う際には，最
大で８割または600万円が行政の事業費から補助

写真４　1970年代における海野宿の景観
1980年代以降，町並み整備事業により電柱の地中化や
道路・水路の改修が行われた．
 （NPO法人海野宿トラストより提供）

第２表　 海野宿における伝統的建造物保存の
補助事業

ۢ ึঁི ֻౕݸ
कԲ 600
Բ܄ʀ࣪ࢍ 500
ౖ 400
ௗԲ 200
ଆݒ࣋ऀ 50ˍҐ಼ 500
ىͶ͠͵͏ݒ 80ˍҐ಼ 100
݇ڧ;ٶࡠ 50ˍҐ಼ 100
कԲ 200
ঘԲʀऄށ͵ʹ 50
ʀฏ 50
ਫ਼֠ 10
੶֠ʀଈߖ 30

80ˍҐ಼

60ˍҐ಼

注）限度額の単位は（万円）
 （東御市教育委員会編（2019）より作成）
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される．保存地区指定を受けた1987年以降の国お
よび長野県，自治体による事業費および修理件数
の推移（第３図）をみると，事業費は年により大
きく変動している．2015年以降は減少傾向にある
が，各年1,000万円から3,000万円程度が確保され
ている．事業費の増減に影響を受け修理件数も年
ごとの変動が大きい一方，1987年から2017年まで
に修理・修景は延289件行われており，平均する
と年間約10件程度の改修や景観整備が行われてい
る．
以上，1970年代の自治体による文化財指定によ
り海野宿の歴史的景観の保存が開始された．特に
1987年の保存地区指定以降は国からの補助金を活
用することが可能となり，建造物の改修・修景が
継続的に実施されている．一方で伝統的建造物の
老朽化や空き家などの問題に対応するため，2000
年代以降には歴史的景観の維持だけでなく，その
活用についても検討されるようになった．

Ⅱ－３　地域組織による活動の展開
海野宿では，行政だけでなく地域組織も主体と
なり，歴史的景観の維持やそれらを活用したイベ
ントが推進されてきた．本節においては，保存地
区指定以降に活動する地域組織のうち，「海野宿

保存会」と「NPO法人海野宿トラスト」を取り
上げ，提供資料や聞き取り調査の結果からそれぞ
れの活動内容の分析を行い，地域組織がどのよう
にして歴史的景観の維持や活用に関わってきたの
かについて分析する．
1973年に海野宿が東部町の指定文化財に登録さ
れたことを契機に1977年には「海野宿保存研究会」
が発足し，海野宿の歴史について地域住民による
調査が開始された．保存地区の指定を受けた1987
年には，地域住民による歴史的景観の管理組織と
して「海野宿保存会」が設立され，従前の海野宿
保存研究会は海野宿保存会に合併することとなっ
た１）．現在，海野宿保存会は本海野地区を構成す
る７支区のうち，保存地区を含む４支区の区員で
構成されており，２年任期の役員を中心に運営が
行われている．1988年には，他の重要伝統的建造
物群保存地区の事例を参考に「海野宿保存憲章」
「海野宿の保存をはかるための申合せ事項」が制
定された（第３表）．そこでは，歴史的景観の維
持のために，保存家屋の修理や建造物の新規建造
は保存会との相談のうえ行われ，色彩や意匠につ
いて調整が行われる点が定められた．
2017年には歴史的景観を用いて地域活性化を
行うNPO法人の設立計画が策定され，2018年に
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第３図　海野宿における行政による景観整備事業の展開
 （東御市教育委員会編（2019）より作成）
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「NPO法人海野宿トラスト」が設立された．海野
宿トラストの目的は「海野宿のまちづくりに関す
る事業を行い地域の活性化に寄与する」と定めら
れており２），海野宿の歴史的価値を認識し地域の
振興に繋げられるよう，若年層を含めた一部の地
域住民が中心となり保存地区内で行われるイベン
トの運営や観光ガイドの派遣，観光案内を実施し
ている．現在では保存地区の住民に加え，賛助会
員として地区外の居住者も30名程度が活動に参
加している．海野宿では，地域組織による活動の
一環として観光ガイドの派遣が行われている．活
動内容として，海野宿トラストや観光協会に依頼
があった際に，観光ガイドが観光者に向けて海野
宿の歴史や生活についての説明を１時間程度実施
している．当初は重伝建指定前後に海野宿保存会
により観光ガイドの育成や派遣が行われていたが，
現在では指定管理制度にもとづき，海野宿トラス
トが観光ガイドの派遣・育成を行っている３）．海
野宿トラストに所属するガイドへの聞き取りによ
ると，2019年の台風19号による，近隣の道路損壊
の影響を受ける以前はパックツアーや修学旅行を
中心とした団体での訪問も活発であった．2015年
から2019年における観光ガイドの利用状況（第４
図）をみると，年度によりばらつきが生じている
点や，５月と６月および10月と11月にそれぞれ観
光ガイドの利用件数が多かった点が読み取れる． 
また，地域組織により歴史的景観や伝統的建造

物を活用したイベントの企画・運営も行われてい
る．「海野宿ふれあい祭り」は1990年に開始され
たイベントであり，毎年11月に，飲食物の販売や
時代衣装行列，白鳥神社における巫女舞などの催
しが行われている．また，2014年からは「海野宿
ひなまつり」および「海野宿にぎわい夏祭り」が
行われており，伝統的建造物における雛人形の展
示や縁日，花火の打ち上げなどがみられる．これ
らのイベントの際には本海野地区の住民を中心に
実行委員会が組織され，行政や観光協会，保存地
区内に居住する住民と連携して準備が進められ
る．中でも「海野宿ひなまつり」は，準備や運営
において伝統的建造物に居住する住民の協力が不
可欠となっている．初開催となった2014年度には
33軒の住民が展示に協力し，その後，2019年には
45軒の住民が参加した．
以上，行政による文化財指定に伴って地域住民
により保存会が組織され，自主的な景観の管理
が行われるようになった．また，2010年代には
NPO法人が設立され，新たな地域イベントが開
始されるなど，歴史的景観の維持だけでなくその
活用が進められることとなった．これらの地域組
織によって，外部から訪問する観光者向けのガイ
ド派遣や地域イベントの企画・運営なども行われ
た．

第３表　海野宿における歴史的景観維持に関わる申合せ事項

ฯଚۢҮ಼ݒͲɾ؏ΝรͤߍΖरཀྵΏଁրΝͤΖɾ࣏ߴࣆͶ֚ͤΖͳ͘ͺɾ
ฯଚճͳ૮͢ͱΌΖɿ
ʤ̏ʥɻݒʀౖஏΝജͮͪΕୁͪ͢ΕɾΉͪͺౖஏ༽ΝรͤߍΖɿ
ʤ̐ʥɻࢨఈ݇Ͷ໕ɾᆟଝ͍͗ͮͪɿ
ʤ̑ʥɻͨଠࢨఈ݇ݳয়Νร͢ߍΓ͑ͳͤΖͳ͘ɿ

քॕࣙષڧΏชԿࡔߨదཤ༽ͶΓΖफӻͺɾஏेݫؒ͠ݫΗΖΓ͑Όɾ෨
ླྀड़Ν͛ɿ
ेਫ਼Ͳ͍Ζ͞ͳΝ͓ߡɾ੫͖͵ௌดΊΝगΖͪΌઑఽͶΓΖ૿ԽΝ৽ɿ
Νஸ͚͢ଝ͵͑Γ͑͵نͺ෫࠾ͱ͵͏ɿ͵͕৯ݒͺݒ൚Ώ͵ద͵ௌดΝଝ͵͑Γ࢛͑ྼ
Ͳ͵͏͞ͳɿ
֙ಕԌ͏Ͳ࿑ளऄΝ͵͚͢ɾॕ಼Ͷ͕͜Ζऄྈ࣎ଐͺ 30kmݸΝगΖɿ
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注）原文ママ，正式な名称は「海野宿の保存をはかるための申合せ事項」．
 （NPO法人海野宿トラスト提供資料より作成）
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Ⅱ－４　行政，観光協会における観光振興の展開
第５図は，海野宿における観光者数の推移を示
している．1987年の重要伝統的建造物群保存地区
指定を機に観光者は増加傾向にあったが，2000年
以降は停滞傾向にある．東京から３時間程度で訪
問することができるため，主に関東地方を中心と
した県外からの観光者が多い．東御市行政は海野

宿を市内の主要な観光資源として認識しており，
主に道路や公共施設などの整備と観光者の訪問を
促進するため，地域イベントの広告や発信などの
宣伝，イベント時における駐車場の管理などを地
域組織と連携して実施している．加えて，地域イ
ベントや海野宿歴史民俗資料館の設備の拡充，地
域活性化における若年層の担い手の育成などに対
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第４図　海野宿における観光ガイドの利用状況（2015年～2019年）
注）2015年は４月から12月，2019年は１月から３月のデータのみを示している．
 （東御市役所商工観光課提供資料より作成）

0

5

10

15

20

25

30

35

1983 1985 1990 1995 2000 2005 2010 2015 2019

第５図　海野宿における観光者数推移（1983年～2019年）
 （『長野県観光地利用者統計調査』各年版より作成）
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する支援を行っている．
また，指定管理制度を利用し空き店舗や空き家
における新規開業者を増加させる取り組みを実施
している．東御市は保存地区内に位置する「歴史
民俗資料館」と「なつかしの玩具展示館」の入居
する建物を所有しており，現在は海野宿トラスト
に管理を委託している．同様に市が所有する建物
を市内の企業に貸しつけ，地元産品や土産物の販
売を委託している．
東御市における観光業の振興を図る組織である
信州とうみ観光協会においては，海野宿が湯の丸
高原，ワインとともに市の代表的な観光資源とし
て認識されており，長い歴史の中で培われてきた
伝統的建造物・町並み景観の価値を認識している．
この価値が観光者によく理解され，実際の来訪に
つながることを目指し，「海野宿スローツーリズ
ム」の発信や地域イベントの宣伝，海野宿トラス
トと連携してガイドサービスの提供などの取り組
みを実施している．また，交通が不便な海野宿に
おける観光者の移動利便性と回遊性を向上させる
ため，観光協会が所在するしなの鉄道線田中駅の
前から海野宿まで，レンタサイクルの無料貸し出
しを行っている．

Ⅲ　海野宿における景観構成と住民意識

Ⅲ－１　海野宿における土地利用と景観の特徴
本節では，海野宿における土地利用と景観の構
成から，保存地区の構成と歴史的景観の現状につ
いて分析を行う４）．保存地区は延長約650m，幅
約10メートルの街道を中心に構成されており．「伝
統的景観区域」および「歴史的風致区域」により
構成されている．「伝統的景観区域」には，旧旅
籠や茅葺造，蚕室造などの伝統的建造物が立地し
ている．歴史的風致区域は，大火により焼失した
宿場の西半分に該当しており，伝統的景観区域に
対して比較的新しく建築された建物が立地してい
る．
海野宿における土地利用（第６図）から伝統的
景観区域および歴史的風致区域の特徴をみると，
両区域とも宿場町時代に形成された間口が狭く細
長い形の地割が現在も残っている．伝統的景観区
域の世帯の敷地では，旧北国街道に面した表側に
伝統的建造物が多く立地しており，裏側に蚕室造
の建物や新築の住居，農地や駐車場が分布してい
る．旧街道側の伝統的建造物が主屋として維持さ
れている一方で，日常は主に裏側に位置する新築・
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第６図　海野宿における土地利用（2020年10月）
 （現地調査の結果より作成）
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改築住居で暮らしている世帯もある．明治期に養
蚕・蚕種業が盛んであった際に多くの農地では桑
が栽培されていたが，養蚕・蚕種業の衰退によ
り，現在では自給用の家庭菜園や果樹園への転換
が行われた．また，街道に車を駐車できないため，
裏側の農地を駐車場に転用している住宅もみられ
る．店舗は約12軒度立地しているが大半が休業中
であり，商業施設の数は少なく，2020年10月時点
で，日用品を扱う店舗も存在しない．また，伝統
的景観区域では空き家も確認される．これらの空
き家の発生は，建物の老朽化が進む一方で，住居
環境の改善のため修景・修理を行う際に経済的な
負担が大きいなどといった理由で，地域外に位置
する世帯主の息子・娘世代の住宅に転居すること
によるものと考えられている．
海野宿における歴史的景観の構成と分布につい
て分析するため，保存地区における建造物96軒を
対象に壁面の色や窓部の装飾，屋根の形状といっ
た景観構成の調査を実施した．第７図はその結果
を示したものである．
海野宿における建造物の壁色は黒色，白色，茶
色のいずれかであり，伝統的景観区域の建造物は
白色と茶色が中心であった．伝統的景観区域には
格子窓や格子戸を備えた住宅が立地しており，１
階には格子窓がみられる．中でも，海野宿におけ
る伝統的建造物の特徴とされる「海野格子」を備

えた住宅は，伝統的景観区域の南側を中心に20軒
存在している．防火用の壁として建造されたうだ
つを備えた住宅は伝統的景観区域内の北側に５
軒，南側に７軒分布している．また，屋根の多く
は瓦屋根であり，他に茅葺を金属屋根に変えた形
式の屋根を備える住宅も存在する．蚕室として用
いる際に換気と温度調節などを行うために設けら
れた「気抜き」と呼ばれる構造を有する住居は19
軒存在しており，いずれも伝統的景観区域に位置
する建造物であった．ほとんどの伝統的建造物は
伝統的景観区域に位置しており，一方歴史的風致
地区の建造物には一般住宅が卓越する．以上のよ
うに，海野宿においては町並み整備事業の影響に
より，旧街道沿いの伝統的建造物を中心に歴史的
景観が維持されている．

Ⅲ－２　住民・世帯構成の特徴と歴史的景観の
保存に対する認識

本節では，海野宿における地域住民を対象とし
たアンケート調査の結果から保存地区における居
住環境と歴史的景観の維持，観光振興に対する意
識について分析を行う．質問項目は大島（2005）
を参考に，修理・修景の時期や住居に対する評価，
地域組織・地域イベントへの参加や歴史的景観保
存事業への認識，世帯構成などとした５）．
まず地域住民の世帯構成をみると，保存地区全

ఏ⤫ⓗఫᏯ

ⓑ 㯮Ⲕ

୍⯡ఫᏯ 䞉㥔㌴ሙ䛺䛹

ቨⰍ

䕧㻌ⱴⵌᒇ᰿䠄㔠ᒓ〇䠅䖩㻌䛖䛰䛴
䕦㻌⎰ᒇ᰿䕔㻌Ẽᢤ䛝

䚽㻌᱁Ꮚ䛒䜚 䠄ᾏ㔝᱁Ꮚ௨እ䠅
䖃㻌᱁Ꮚ䛒䜚 䠄ᾏ㔝᱁Ꮚ䠅

ᬒほᵓᡂ

ఏ⤫ⓗᬒほ༊ᇦ
Ṕྐⓗ㢼⮴ᆅ༊

䖃

䖃

䖃

䖃䖃䖃䖃䖃䖃䖃䖃䖃䖃䖃䖃䖃䖃

䚽䚽䚽䚽䚽䚽䚽䚽䚽䚽䚽

䚽䚽䚽 䚽䚽䚽䚽
䚽䚽䚽䚽

䚽䚽䚽䚽

䕧䕧䕧䕧

䕧

䕦

䕦
䕦

䕦䕦䕦䕦䕦䕦䕦
䕦䕦

䕦
䕦䕦䕦䕦䕦䕦䕦䕦䕦䕦

䕦䕦䕦䕦䕦䕦䕦
䕦

䕦

䕦䕦
䕦䕦 䕦

䕦䕦
䕦

䕦䕦䕦䕦䕦
䕦

䕦䕦䕦䕦䕦䕦䕦䕦䕦䕦䕦䕦䕦䕦䕦䕦䕦䕦䕦
䕦

䖩
䖩

䖩
䖩䖩䖩

䕔䕔䕔

䕔
䕔

䕔䕔
䕔

䕔䕔
䕔䕔

䕔

0 50m

N

䖃 䚽䚽䚽䚽䚽䚽
䕧䕧 䕦

䕦
䕦䕦䕦䕦

䕔

䖃 䚽䚽䚽䚽䚽
䕧䕧 䕦䕦䕦

䕦䕦
䕦

䕦䕦䕦䕦䕦䕦䕦䕦䕦䕦
䕔䕔

䖃䖃䖃䖃䖃䖃 䚽䚽䚽䚽
䚽䚽䚽

䕧

䕦
䕦䕦

䕦
䕦䕦䕦䕦䕦

䕦
䕦䕦䕦䕦䕦

䖩
䖩

䕔䕔
䕔

䕔䕔

䖃䖃䖃䖃䖃䖃䖃䖃䖃䚽䚽䚽
䚽

䚽䚽䚽䚽
䕦䕦

䕦䕦䕦䕦䕦䕦䕦䕦䕦䕦䕦䕦䕦䕦
䕦

䖩
䖩䖩䖩䕔

䕔䕔
䕔

䕦 䕦䕦䕦䕦䕦䕦䕦
䕦

䕦

䕦䕦
䕔

第７図　海野宿における歴史的景観の構成
 （現地調査より作成）
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体では３人以上で構成される世帯が約半数を占
め，同様に，世帯構成は約６割が核家族世帯，複
数世代世帯となっている（第８図）．また，住民
は東御市内や上田市，佐久市，小諸市などの近隣
都市に通勤している（第４表）．以上の回答から
は，近隣地域に立地する職場に通勤が可能であり，
保存地区内で継続して居住をつづける住民が存在
していることから，保存地区は現在まで居住地域
として維持されているといえる．地域住民の改修
経歴と住居に対する評価をみると（第９図），多
くの住宅で2000年以降に伝統的建造物の修理・修
景が行われている．特に伝統的景観区域では2010
年以降に修理・修景を行った住居が約４割に達し
ており，地域住民が行政による補助事業を積極的
に活用し歴史的景観の維持がなされてきたといえ
る．住居に対する評価をみると，歴史的風致地区
の住民は住居に満足している一方で，伝統的景観
区域に居住している住民の約３割が住居に対して
不満を抱いている．これは，伝統的景観区域には
伝統的建造物に居住する住民も多いためであると
考えられる．具体的に評価の低い点としては，冬
季の低温や間取り・日当たり，駐車スペースの不
足といった住居環境をめぐる問題や，老朽化した
建物維持の負担など，伝統的建造物を維持しつつ
日常生活をおくる際の困難が生じていた（第５
表）．
歴史的景観の保存に対する評価は「賛成」およ

び「どちらかといえば賛成」が約６割を占めてお
り，地域住民は歴史的景観の維持についてはおお
むね肯定的である（第６表）．その理由として「海
野宿の歴史を伝えることができる」や「地域の良
さを再確認できる」という回答が中心を占めた（第
７表）．一方で，「どちらともいえない」と評価を
保留する住民も多く存在しており，その理由とし
て「規制による住居や生活の不便性」「プライバ
シーの問題」があげられている．
地域組織への所属をみると，本海野自治会や老
人会への加入がみられる一方で，海野宿トラスト
への加入は16名のみであり，うち13名は伝統的景
観区域の住民であった．また地域イベントの参加
経験（第10図）をみると，ふれあい祭や夏祭りに

0 50 75

単身 ２人 ３人 ４人 ５人

６人以上

２世帯 核家族 夫婦のみ 単身

単身 ２人 ３人 ４人 ５人

２世帯 核家族 夫婦のみ 単身

第８図　地域住民の世帯構成
注１）上段が伝統的景観区域，下段が歴史的風致区域を示している．
注２）回答数は伝統的景観区域で35件，歴史的風致区域で15件である．
 （アンケート調査の結果より作成）

第４表　地域住民の就業地 
（2020年10月）

ਕ਼
౨ࢤޜ

15քॕ಼
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ీࢤ 23
ࢤٳࠦ 3
ঘঀࢤ 3
ͨଠௗ಼ݟ 5
ͨଠௗݟ 1

मۂ

քॕҐ

注）「海野宿内」の回答には農業を含む．
 （アンケート調査の結果より作成）
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おいては住民の約８割が認識・参加するなど，住
民の多くは地域イベントへの参加経験を持ってい
る．
最後に，地域住民による町並み整備事業に対す
る認識について整理する（第８表）．海野宿に居
住する住民は多くが複数人世帯であり，上田市や
佐久市などの近隣都市に通勤する居住地域として
の特徴をもつ．そのため地域住民の中でも「観光
（化）したい人とそうでない人」が存在しており，
一面では「これ以上の商業化は望まない」など観
光化に対して否定的な意見がある．また，観光化

0 1005025 75

1970 年代 1980 年代

満足
どちらかといえば満足 どちらともいえない どちらかといえば不満

住宅の間取り
住居の景観

住宅の設備 その他

2000 年代 2010 年代以降2010 年代以降

不満

駐車スペース

満足

住宅の間取り 住宅の設備 その他

不満

駐車スペース

1990 年代 2000 年代1990 年代

第９図　改修経歴と住居に対する評価
注１）上段が伝統的景観区域，下段が歴史的風致区域を示している．
注２） 回答数はQ１，Q２が伝統的景観区域で37件，歴史的風致区域で16件であり，Q３が伝統的景観区域で

15件，歴史的風致区域で３件である．
 （アンケート調査の結果より作成）

第５表　建物に関わる問題（2020年10月）
ป͗൚ΕͪΌͺ͏צɽ/ళҬ͗
ఁ͚ҋ͏ɽ/ྣՊͳືં͢ೈͶௗ͚ɾ
ೖͪΕ͗ѳ͏ɽ/࣪ࢍͶͯ͘ɾؔख
ΕͶຮɽ/ளऄηϘʖη͗ໃ͏ɽ�
͗ड़ͱࠖΖɽ
ेټԿɽ/र͢͵͜Ηͻ͏͜
͵͏෨͗ଡ͏ɽ/॑ఽఈҟึঁ
ۜͺड़Ζ͗ɾ྾Կ͢ͱշͦ͵͏ɽ�
Νշͦ͵͚ͱࠖͮͱ͏Ζɽݒ͏ݻ

Ͷڧڋे
ଲͤΖՃ

ݒ
ټԿ

注） 自由回答欄より作成，表記を一部改変して示し
ている．

 （アンケート調査の結果より作成）

第６表　 町並み整備事業に対する賛否
（2020年10月）

 10 4
ʹͬΔ͖ͳ͏͓ͻ 13 5
ʹͬΔͳ͏͓͵͏ 12 6
ʹͬΔ͖ͳ͏͓ͻൕଲ 1 0
ൕଲ 0 0

ฯଚۂࣆͶଲͤΖՃ ఽܢ ෫

注） 「伝景」は伝統的景観区域，「風致」は
歴史的風致区域を示している．

 （アンケ―ト調査の結果より作成）

第７表　町並み整備に対する評価（2020年10月）
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注） 複数回答可，「伝景」は伝統的景観区域，「風致」
は歴史的風致区域を示している．

 （アンケート調査の結果より作成）
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は十分に進展していないという印象をもつ地域住
民もおり，「建物を活用していく方向」として歴
史的景観や伝統的建造物を活用すべきという観光
化に肯定的な態度を示す住民もいる．
建物の維持については，2000年以降も町並み整
備事業による補助金を活用した伝統的建造物の修
理・修景が行われている一方で，建物の老朽化や
建物を維持し続ける負担など，現在の住居に関す
る不満も存在していた．特に，経済的な要因から

個人による建物維持の限界や，その結果生じた空
き家の増加が認識されている．また，先述のよう
に地域に対する愛着から町並みの保存そのものに
対しては肯定的な評価が半数以上を占める一方
で，町並み整備事業の推進においては，「生活し
ているすべての人々に丁寧な説明と了承」が望ま
しいと考えており，行政や地域組織による情報共
有・連携が不足している点が指摘される．さらに，
歴史的景観の維持においては，「若い人に宿場町

0 1005025 75

第10図　イベントへの参加状況
注１）上段が伝統的景観区域，下段が歴史的風致区域を示している．
注２）回答数は伝統的景観区域で延173件，歴史的風致区域で延54件である．
 （アンケート調査の結果より作成）

第８表　町並み整備事業の展開に対する地域住民の意見（2020年10月）
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注）自由回答欄より作成，表記を一部改変して示している．
 （アンケート調査の結果より作成）
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の良さが十分に伝わっていないのではないか」な
ど，少子高齢化に伴う後継者の不足や，町並みの
価値や保存に対する若年層の理解の薄さなど，個
別の住民の間でも歴史的景観の維持についての持
続性について危機感がもたれている．

Ⅲ－３　店舗の特徴と歴史的景観に対する認識
2020年10月の時点で，保存地区内において営業
を行っている商業施設は６軒存在している６）（第
９表）．いずれの店舗も1990年代以降に開業して
おり，うち５軒は飲食部門を含んでいる．また，
1999年以降に開業した店舗Aから店舗Dでは建物
の所有形態が借家となっており，空き家や借家で
あった建物を借りて開業している．
それぞれの開業の経緯を概観すると，店舗Aは，
経営者が東京都から長野県に移住し店舗を開業す
る際に，生活環境が良く，観光地であり顧客を確
保できると考え，海野宿を選定した．店舗Bは行
政の依頼を受け地域活性化のため東御市内にある
店舗の支店として開業した．店舗Cは当初は海野
宿内の別の建物で雑貨を販売していたが，服飾を
扱う店舗として移転し開業した．店舗Dは1999年
から工芸品の製作・販売をしているが，2010年頃
から飲食業も開始した．店舗Eは経営者家族が親
族の世話をするため1980年代に上田市から転入
し，1995年に雑貨店として開業し，閉店した近隣
の飲食店の什器等を譲渡されたことをきっかけに
飲食物の提供を始めた．店舗Fは現在の経営者の

両親が1994年に開業した．
店舗用地や建物の取得・借用の経緯をみると，
店舗Aは東御市内の不動産業者に提案され，当時
空き家であった建物を借用している．店舗開業時
に補助金は使用しておらず，内装のみ改修を行っ
た．店舗Bはもともと別の経営者が土産物店とし
て建物を利用しており，閉業後に東御市が建物を
購入し，市有となった建物に入居している．開業
の際に，トイレやイートインスペースを設けるた
め改装工事を行った．店舗Cが当初用いていた建
物は経営者の知人が借家として所有しており，使
用用途がなかったため経営者に店舗としての活用
を提案したものである．現在の建物は農業倉庫か
ら店舗へと開業時に改装された．店舗Dは知人の
紹介で空き家を紹介され，用地と建物を借用して
いる．開業時に改装工事を行い，また補助金など
を活用し現在まで２，３年ごとに改修工事を続け
ている．店舗Eはもともと親族の住宅で，土地・
建物とともに自己所有となっている．1995年に開
業する際に内装の改修を実施したが，以降は大規
模な改装は行っていない．店舗Fも，もともと経
営者の住宅であり，店舗として開業する際に改装
を行った．また2010年に厨房の改装を行い，補助
金を活用して客間や屋根，外壁を塗りなおした．
歴史的景観の維持と地域の活性化について，そ
れぞれの店舗の経営者の認識を概観すると，店舗
Aは海野宿保存会と海野宿トラストには加盟して
いないが，現在の保存地区の雰囲気を維持しつつ

第９表　海野宿内における商業施設（2020年10月）
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2016 Ӂৱ/ࡠ ईՊ వะ 1 ۛྣ N/AB
2016 Ӂৱ/ݻຌ ईՊ Պ͘ۯ 1 ٮޭ؏ ీ಼ࢤ

C 2000 ෲ২ ईՊ ईԲ 1 ٮޭ؏/ྣۛ ౨಼ࢤޜ
D 1999 Ӂৱ/ࡸա ईՊ Պ͘ۯ 6 ٮޭ؏/ྣۛ వะྣં
E 1995 Ӂৱ�ౖࢊ ॶ༙ Պ͘ۯ 1 ٮޭ؏ వะྣં
F 1994 Ӂৱ ॶ༙ े 4 ٮޭ؏ వะྣં
注１）「N/A」は回答なし．
注２）2020年10月時点で開業している店舗の情報のみ示している．
 （現地調査の結果より作成）
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観光者が増加すればよいと考えている．店舗Cも
保存会とトラストには加盟していないため活動の
詳細については把握していない．一方で，歴史的
景観の保存やそれらを通じた地域の活性化を望ん
でいる．店舗Dは海野宿保存会に加盟しており，
町並み整備を通じた活性化については地域住民の
生活との調整が難しいと認識している．店舗Eは
町並み整備を通じた活性化を望んでいるが，保存
会や海野宿トラストには加盟していない．店舗F
は経営者が海野宿内に居住し保存会や海野宿トラ
ストに加盟している．経営者は，海野宿は観光地
である一方で店舗が少なく住宅が多いため，地域
住民と商業施設が共存した町並み整備の推進を指
向している．
以上，各店舗の状況をみると，開業の経緯は友
人・知人の勧めや自己実現のためであり，店舗の
うち４軒は東京都や神奈川県，石川県などからの
移住者が経営していた．建物の取得においては，
空き家であった建物を知人や不動産業者の仲介を
経て取得していた．また，もともと住宅であった
建物を店舗に改装したという事例もみられた．店
舗のうち，所有形態が借家である店舗の経営者は
海野宿以外に居住している場合もある．そのよう
な状況が要因となり，多くの商業施設は海野宿保
存会や海野宿トラストなどの地域組織には加入し
ておらず，地域の町並み整備に関わることができ
ていない．

Ⅳ　海野宿における歴史的景観の形成・維持と観
光振興の関係

Ⅳ－１　海野宿における歴史的景観の形成・維
持

明治期より以前の海野宿は宿場町として発展
し，北国街道沿いに旅籠や本陣などが整備され，
現在まで残る伝統的建造物を中心とした歴史的景
観が形成された．一方で，明治期以降は近代的な
交通網が整備され宿場制度が衰退し，それに代わ
り海野宿では養蚕・蚕種業が導入された．そのた
めそれまで宿泊施設として用いられていた建物の

蚕室への転換が進んだ．第二次世界大戦後は，東
部町では国道18号や信越本線沿いに人口増加が進
んだが，主要幹線から離れていた海野宿では住宅
の更新が停滞したため，高度経済成長期以降も伝
統的建造物が保存されることとなった．
1970年以降は海野宿における歴史的景観の価値
が認識され，行政による文化財の指定や保存計画
の策定が行われた．下諏訪宿における歴史的景観
の機能について検討した小島ほか（2005）や，川
越市一番街商店街における町並み保全を事例とし
た溝尾・菅原（2000）では，歴史的景観の管理や
活用における行政制度や町並み整備事業の影響を
指摘しているが，海野宿においては，特に1987年
の重要伝統的建造物群保存地区選定以降，国およ
び自治体による町並み整備事業として伝統的建造
物の保存に関わる補助制度が整備され，以降，現
在まで継続して修景・修理が行われている．一方
で，行政による指定文化財の選定やそれに伴う観
光者の訪問は地域住民にとっても自らの居住地域
が有する歴史的景観の価値を認識する契機となっ
た．その結果，「海野宿保存会」が発足し，現在
まで自主的な景観管理が行われるようになった．
アンケート調査および土地利用調査の結果から
海野宿における現在の地域住民による日常生活の
特徴と歴史的景観の維持に対する認識をみると，
上田市や佐久市などの地方都市に近く通勤が可能
である点や敷地内で住居の新築や改築が行われた
点などから，保存地区においても居住が継続され
ている．これらの背景から，地域住民は歴史的景
観の維持に対しても地域への愛着から肯定的な評
価を行っている．一方で，伝統的建造物の老朽化
をはじめとして住居や生活環境において困難を抱
える世帯も多く，また経済的負担が課題となって
いるなど歴史的景観の維持においては「消極的肯
定」という態度がとられている．

Ⅳ－２　海野宿における地域活性化の取り組み
の展開と受容

2000年以降に策定された保存計画においては，
海野宿の歴史的景観を維持するだけでなく景観を
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活用し観光化を推進していく点についても定めら
れている．すなわち，現在，東御市行政では海野
宿の歴史的景観は重要な観光資源として認識され
ている．また，それを通じて観光化を通じた地域
振興のための歴史的景観を活用した事業が行われ
ており，2010年代には新たな目的意識を有する
NPO法人が設立され，歴史的景観の維持だけで
なくその活用が進められることとなった．現在，
海野宿トラストでは，外部から訪問する観光者向
けのガイド派遣や地域イベントの企画・運営など
も行われるようになっている．
Ⅲの結果によると，地域住民は海野宿における
歴史的景観に対して愛着を有しその維持について
も肯定的に評価している．しかし，その一方で，
それらが直接町並み整備や歴史的景観の活用に対
する評価には結びついてはおらず，性急な整備事
業や商品化（観光化）に対して抵抗を示す住民も
存在している．商業施設が少なく住宅の多い海野
宿は多くの住民にとって生活空間であり，観光化
による地域の変化に対して否定的な意見を持つ住
民も存在するなど，観光化に伴い変容する地域の
真正性をめぐり，今後も歴史的景観をめぐる住民
の意識は多様化していくと考えられる．
海野宿における高度経済成長期以前の主産業は
農業・養蚕業であり，商業施設の進出は遅緩で
あった．1970年代以降に商業施設の開業が進んだ
馬籠宿など，長野県内における他の旧宿場町のよ
うな伝統的建造物の商業施設への転換は現在でも
進んでおらず，観光化の中核をなす商業施設は依
然として少数である．大内宿では，観光者向け店
舗の増加により，「店舗スペース」と「居住スペー
ス」の分化が発生した点が指摘されているが（中
尾 2009），海野宿においては敷地の一部を「店舗
スペース」として供出することに抵抗を示す住民
が存在することが要因となり，建物の所有者と借
主である店舗経営者が合意に至った例は少数であ
る．空き家が増加する一方で，それらの転換を推
進する機能を持つ組織が存在していない点も商業
施設の進出が進まない要因のひとつであろう．ま
た，個別の店舗経営者による歴史的景観に対する

意識をみると，歴史的景観の維持という行政や地
域組織の姿勢には共感しているものの，経営者が
高齢である，もしくは海野宿以外に居住している
場合には地域組織にも加入していない．また，商
業施設を連合する組織も現在は存在していないた
め，商業施設の連携も難しい状況にあるといえ
る．一方で，以上の要因から伝統的建造物の商業
施設への転用が少なく，観光地化が現在まで進ま
なかったため，宿場町としての真正性を維持した
町並みが保存され，観光客の訪問が現在まで維持
されている，という点も指摘できるだろう．

Ⅴ　おわりに

本研究においては，長野県東御市に所在し重要
伝統的建造物群保存地区に指定されている旧宿場
町「海野宿」を事例とし，地域の歴史的変化を背
景として歴史的景観の維持と導入期にある観光振
興に対する住民の意識について分析を行いその地
域的な特徴について検討した．
海野宿は近世に北国街道の宿場町として発展
し，海野格子やうだつなどの特徴を持つ旅籠造の
建物が街道沿いに建造された．また，明治期以降
には宿場としての機能に代わり養蚕・蚕種業が発
展し，宿泊施設として用いられた建物を蚕室に転
用し現在まで残る歴史的景観が構成されてきた．
1970年以降は自治体や国により文化財に選定さ
れ，以降海野宿では道路や水路の改修事業や個別
の伝統的建造物に対する修景・修理事業が実施さ
れた．現在の景観の構成をみると，白色・茶色の
壁を中心とし，海野格子やうだつなどの特徴的な
建築様式を維持した伝統的建造物が旧北国街道沿
いに分布しており，統一的な歴史的景観が現在ま
で維持されているといえる．
東御市行政や観光協会は，歴史的景観を市内に
おける重要な観光資源として認識しており，2008
年における「歴史的風致維持向上計画」では歴史
的景観を資源とした観光振興についても計画が策
定された．2018年には歴史的景観を用いた地域
活性化を目的とするNPO法人も設立されるなど，
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海野宿においては行政や観光協会，さらには地域
組織が歴史的景観の活用を指向している．しかし，
商業施設も含めた組織間の連携は個人的なネット
ワークを基礎とする未成熟なものであり，外的要
因により観光振興そのものも停滞傾向にある．
対照的に，敷地が長大であるために，その敷地
内部で住宅の新築・改築を行うことができ，また
近隣の地方都市に通勤を行うことができるため，
保存地区内の多くの世帯は構成員が３人以上であ
り居住の継続を指向する住民の存在も確認され
た．歴史的景観の維持についても，地域への愛着
から賛成を示す住民が多く，2010年以降に修景・
修理を実施した住宅が多いことも明らかとなっ
た．以上の点からも，依然として海野宿は生活空
間として存続しており歴史的景観の維持を重視し
つつも近年の観光化に対して積極的な意見を持つ

住民も存在している．これらの理由の一因として
情報共有・連携の不足があり，今後の観光振興の
進展においては組織間の連携だけでなく，地域住
民との協調も必要となるであろう．
本研究では，海野宿に訪れる観光者や観光業
者についての検討をおこなうことができなかっ
た．歴史的景観の維持に加えて地域の活性化のた
めの観光振興が指向されるなかで，観光者や観光
業者は経済的利益を生むだけでなく新たなコミュ
ニティの創出などの影響を与えうる（Liang and 
Bao 2015）．海野宿の地域住民は老朽化する建造
物の維持を負担と考えており，また若年層への保
存活動の継承を危惧している．今後は，それらの
課題に対する観光振興が与える間接的な影響につ
いても議論が求められる．

本研究の遂行にあたって，海野宿にお住いの皆様，およびNPO法人海野宿トラストの皆様にはアンケー
ト調査や住宅に関する聞き取り調査にご協力いただき大変お世話になりました．東御市役所および信州と
うみ観光協会の皆様には，海野宿に関わる観光振興についての聞き取り調査や資料収集の面で大変お世話
になりました．また，現地調査に際しては坂本優紀先生（西武文理大学）のご協力をいただきました．末
筆ながら記して厚く御礼申し上げます．

［注］
１）東御市立図書館所蔵「海野宿保存会報第２号（1987年９月）」より．
２）海野宿トラスト公式ホームページより引用．
３）聞き取り調査によると，一時期は信州とうみ観光協会により観光ガイドの育成も行われていたが，現
在は行われていない．

４）土地利用調査および景観構成の調査は2020年10月５日~2020年10月９日に川添，王，洪，付，中川の
５名で実施した．

５）アンケート調査では，2020年10月５日に川添，王，洪，付，中川の５名で各戸に調査票を配布し，
2020年10月８日，９日に回収した．店舗や空き家，および公共施設などを除く住宅に調査票を102部
配布し，伝統的景観区域の住民から37部，歴史的風致区域の住民から16部，計53部を回収した．回収
率は51.9％であった．

６）2020年10月時点で開業していた店舗を対象として聞き取り調査を実施した．長期休業および閉業，営
業が不定期である店舗については対象から除外した．
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Continuity of Historical Landscape and Tourism Promotion in 
Unno-Juku, Nagano Prefecture

KAWAZOE Wataru, WANG Jiayao, HONG Jun, FU Kailin, NAKAGAWA Sachi 

This study analyzes the continuity of the historical landscape and the promotion of tourism to 
Unno-Juku in Tomi City, Nagano Prefecture, and considers the characteristics of this area. In 1987, 
Unno-Juku was selected as part of the “Important Preservation Districts for Groups of Traditional 
Buildings.” It developed as a shukuba-machi built along the Hokkoku-kaido Road in the Edo period. 
Since the Meiji era, it has also developed its own sericulture and maintained its historical landscape. 
After the 1970s, the Agency for Cultural Affairs and the local government established protections 
of the cultural properties system and supported the preservation movement there. Unno-Juku is 
recognized as an important tourism resource in Tomi, and since the 2000s it has promoted tourism 
through its historical landscape. However, this area still exists as a “living space,” and some residents 
have negative opinions about the promotion of tourism and shops that do not join local organizations. 
Cooperation between local organizations, commercial facilities, and residents is required in the future.

Keywords:  Historical Landscape, Historic Preservation Movement, Tourism promotion, Unno-Juku, 
Tomi city, Nagano Prefecture




